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　人権週間（12月４日㈭～10日㈬）に向けて「人権週間困りごとなんでも特設相談所」を開設します。
　毎日の生活の中で、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせ、名誉棄損、プライバシー
侵害など困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
　ご利用の方は事前に電話でご予約ください。
日　時　12月２日㈫　13時30分～15時30分　　　　場　所　ぬくもりセンター
相談員　安平町人権擁護委員
予約先・問合せ　札幌法務局苫小牧支局　☎ 0144 ㉞ 7151

完全予約制「人権週間困りごとなんでも特設相談所」
開設のお知らせ

　９月16日に特別徴収の対象者に発送した「令和７年度 介護保険特別徴収通知書」について、
本文中の年度および年金支払月に誤りがありました。下記のとおり訂正してお詫びします。
※保険料額などについては、誤りはありません。

「令和７年度 介護保険特別徴収通知書」発送についてのお詫びと訂正

　今後このようなことがないよう、担当部署でのチェック体制強化、確認作業を実施し再発防止に
努めます。訂正した特別徴収通知書の発行を希望する場合は、下記へお問い合わせください。
問合せ　健康福祉課介護グループ　☎ ㉙ 7072

「令和７年度 介護保険特別徴収通知書」１枚目　本文

「令和７年度 介護保険特別徴収通知書」３枚目　「期別保険料額」

【誤】 【正】
１行目 令和６年度分 令和７年度分
５行目 令和７年度分 令和８年度分

        【誤】         【正】
令和７年度
「仮徴収額（４月１日～９月30日）年金支払月」

・令和６年４月
・令和６年６月
・令和６年８月

・令和７年４月
・令和７年６月
・令和７年８月

令和７年度
「本徴収額（10月１日～３月31日）年金支払月」

・令和６年10月
・令和６年12月
・令和７年２月

・令和７年10月
・令和７年12月
・令和８年２月

令和８年度
「仮徴収額（４月１日～９月30日）年金支払月」

・令和７年４月
・令和７年６月
・令和７年８月

・令和８年４月
・令和８年６月
・令和８年８月


